
鳥取県感染症対策センター（県版ＣＤＣ）
第7回拡大ミーティング
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 日時：令和５年９月１９日（火） 午後3時から

 出席（予定）： 平井知事

鳥取県医師会、東部医師会、中部医師会

鳥取県薬剤師会、鳥取県看護協会

福祉保健部長、感染症対策局長、健康医療局長

感染症専門監 鳥取大学医学部 千酌教授

鳥取市保健所、倉吉保健所、米子保健所

衛生環境研究所

（事務局）感染症対策局

 内容：

(1)新型コロナの感染動向・入院状況等

(2)10月以降の新型コロナの医療提供体制等について



（数値データ）

新型コロナウイルス感染症の患者数の推移（～第36週）

【警戒レベル】

【注意レベル】

【地区別】

区分

患者数（週・定点当たり）

３6週(9/４-9/10) 35週(8/28-9/3) 34週(8/21-8/27) 33週(8/14-8/20)

定点 患者数 前週比 定点 患者数 前週比 定点 患者数 前週比 定点 患者数 前週比

東部 13.92 167人 0.79 17.58 211人 0.96 18.25 219人 1.00 18.25 219人 1.03 

中部 17.33 104人 0.96 18.00 108人 0.72 25.00 150人 1.01 24.83 149人 0.84 

西部 20.82 229人 1.01 20.64 227人 0.91 22.64 249人 0.86 26.18 288人 1.36 

県全体 17.24 500人 0.92 18.83 546人 0.88 21.31 618人 0.94 22.62 656人 1.09 

流行情報の発出 【地区毎】

区
分

（ 指 標 ・
目 安 ）定
点当たりの
患者数

レベルの説明
（第８波と同程度の
拡大推移とした場
合）

注
意

１０人/週
今後の感染拡
大に注意が必
要なレベル

警
戒

20人/週

急速な感染拡
大、感染者数
の増大に警戒
が必要なレベ
ル
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〇 コロナ患者数は、４月下旬から緩やかな増加傾向を示し、２７週（7/3～7/9）以降、各地区とも急増し
たが、８月下旬以降は減少傾向が続いている。

〇 8月下旬以降、60代以上の患者数は減少傾向だが、10代以下の患者数は学校再開の影響もあり増加
傾向が続いているため、引き続き、感染動向に注意が必要。

・60代以上のコロナ患者数 8/14～8/20：187人⇒9/4～9/10：99人
・10代以下のコロナ患者数 8/14～8/20：173人⇒9/4～9/10：252人
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新型コロナウイルス感染症の患者数の推移（～第36週） 年代別



指標からみた新型コロナ感染症の動向

・ 7月中旬以降、高齢者施設等、医療機関の集団

感染の発生件数は顕著に増加していたが、9月

に入り減少

・ ゲノム解析では、全国で増加しているEG.5を
含むXBB等の組換え体が9割以上であり、従来
のオミクロン株の系統が継続
⇒重症化リスクは低いとされるが、感染力は強い
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ゲノム解析結果
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ハイリスク施設における集団感染の発生件数

及び施設内新規陽性者数
（5名以上の陽性者確認施設、認知日ベース）

高齢者施設等 医療機関 陽性者数
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新型コロナ相談件数 相談・支援センターへの相談件数

（～5/7までは受診相談センター)
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新型コロナ入院患者数及び中等症Ⅱ以上患者数

新型コロナ患者の入院等の状況

区分 東部 中部 西部 合計 全県域

全コロナ患者
入院者数

148
（12/30）

136
（1/13）

203
（12/31）

487 438
(1/10)

コロナ病床
入院者数

71
（12/12）

26
（1/8）

99
（1/3）

196 186
(12/12)

中等症Ⅱ以上
入院者数

19
（1/10）

11
（1/12）

21
（1/15,16） 51 44

(1/12)

コロナ病床外
入院者数

90
（12/30）

115
（1/13）

112
（12/31）

317 257
(1/10)

参考：【第８波における圏域ごとの最大入院者数】（カッコ内は日付）

確保病床入院者数（全県）

その他病床入院者数（全県）

中等症Ⅱ以上患者数（全県）

8/18
173人

・ 入院患者数は8月下旬以降減少傾向

8/18：173人⇒9/14：84人

・ 中等症Ⅱ以上患者数も同様に減少傾向

8/29：38人⇒9/14：12人

・ 一般病床での受入れが、全体の約7割を占める
〔9/14時点〕 入院者数 84人

うち確保病床以外 57人
（うち確保病床をもつ病院以外の入院者数41人）

9/14
84人
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中等症Ⅱ以上患者の即応病床数に対する割合

（指標値は全県で判断）

東部 中部 ⻄部 全県

8/1から『新型コロナ警報』の注意報を発令

９月上旬に発令目安 を下回り、減少傾向が継続。

他のモニタリング項目からも、感染再拡大や中等症Ⅱ以上の患者

の増加が懸念される状況はみられない。
・全入院者数 ： 減少傾向が継続
・新規患者数 ： 直近３週連続で減少（全県）

（６０代以上の患者も同様に直近３週連続で減少）
・ハイリスク施設での集団感染 ： ９月に入り減少

『新型コロナ警報』の注意報の解除（案）

※即応病床数（母数）は、フェーズⅡの数値で計算

警報

注意報

8/1注意報発令

新型コロナ警報 [発令区域：全県]

発令
区分

発令目安
（中等症Ⅱ以上の患者数）

その他の項目

注意報
即応病床数の
概ね20％超

・全入院者数
・即応病床使用率
・新規感染者数

等
警報

即応病床数の
概ね40％超

※発令・解除は、発令目安に加え、各種のモニタリング項目も考慮し、
県版CDCで総合的に判断

⇒ 本日をもって注意報を解除してはどうか
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※１０月以降のコロナ警報のあり方については、今後検討

（9/19CDC会議結果）・メリハリのある情報発信を行うため、9/19に注意報は解除
・なお、今後の感染再拡大に備えるため、新型コロナワクチンの接種勧奨を行う
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【国の方針】１０月以降の医療提供体制等の見直し等の
基本的な考え方

令和５年９月15日

厚生労働省公表資料
より
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【国の方針】医療提供体制の移行（外来・入院・入院調整）
令和５年９月15日

厚生労働省公表資料
より



【国の方針】病床確保料の取扱い（本年10月から来年3月まで）
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令和５年９月15日

厚生労働省公表資料
より
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【国の方針】病床確保料の取扱い（本年10月から来年3月まで）
令和５年９月15日
厚生労働省公表資料
及び事務連絡より

〇 病床確保料の額等の詳細については、別途通知される予定。

〇 １０月１日から３１日までの間は、経過措置期間として、「段階Ⅰ」に満たない感染状況であっても、「段階Ⅰ」に

達した場合に病床確保を要請する病床数を病床確保料の交付対象とすることが可能。

〇 感染縮小局面において、段階Ⅰから段階０への移行に関しては、最大在院者数の３分の１に満たない水準に

達した後、１週間以内に段階０に移行することが可能。

（感染の再拡大を見極めるために一定程度の病床確保の継続が必要なこと等を踏まえたもの）

⇒【本県の状況】
現在の入院者数は、国の示す段階・即応病床の目安にあてはめると、段階Ⅰの移行基準（入院者数１４６人）を

下回るが、１０月の１カ月間は、移行期間として、段階Ⅰで確保可能な病床数（１８床）を確保することが可能。

（参考）本県のコロナ5類移行後の確保病床： 5/8～１０９床、7/1～６７床、8/1～６３床



【国の方針】患者等に対する公費支援
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令和５年９月15日

厚生労働省公表資料
より
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本県の第９波における医療提供体制等の状況

第８波
(R5.1.10)

第９波
(R5.8.18)

全入院者数 438 173
コロナ病床入院者数 181 46
コロナ病床外入院者数 257 127

コロナ病床外入院者数の割合 58.7% 73.4%
（参考）コロナ病床数 260 63

コロナ病床使用率 69.6％ 73.0%

１ 入院（入院ピーク時の第８波との比較） ２ 外来

第８波
（R5.1.6現在）

第９波
（R5.9.11現在）

外来対応医療機関数 317
（94％）

321
（95％）

うち相談センター、他院
からの紹介患者に対応す
る医療機関数

130 146

※括弧書きのパーセントは対象診療科の医療機関数に占め
る割合

３ コロナ患者の入院受入れに対する考え方・体制

〇 ５類移行時点で、コロナ病床は段階的に減らしていく方針について、病院・保健所と合意。

⇒5/8～109床、7/1～６７床、8/1～６３床 と段階的に減らす中で、一般病床での受入れに対する理解が進んでいる。

〇 病床確保いただいている病院においても、コロナ病床以外の病床での入院受入れも行われており、10月以降、県から病床確

保要請を行わない場合であっても、コロナ患者の入院受入れを円滑に行えるよう、各病院の実情に応じて、病棟単位・区画・個

室単位等での受入れ体制を準備されている。

〇 病床確保のない病院においても、自院でコロナ診断され、入院が必要な患者については、院内感染発生時を含め、自院での

受入れを基本として対応されている。

〇 ５類移行後、入院調整については、病病連携・病診連携で実施されており、救急搬送受入れも含め、第９波においては、医療機

関のご尽力により、通常医療により近づいた形で、対応いただいている。



本県の10月以降の新型コロナ医療提供体制（入院・外来等）

段階 移行基準（目安）
即応病床数
（上限目安）

Ⅲ 在院者数が３５０人に達した時
(第８波の最大在院者数の８割)

９６床

Ⅱ 在院者数が２１９人に達した時
(第８波の最大在院者数×1/２)

７２床

Ⅰ 在院者数が146人に達した時
(第８波の最大在院者数×1/3)

１８床

０ 確保病床によらない形で対応

 確保病床によらない形で、全４３病院（一般病床）で、中等症Ⅱ以上の患者
を含めての入院受入れを基本とする

 今冬の感染拡大時に新型コロナの重症・中等症Ⅱを中心とした入院患者
（※）を受け入れるための病床を医療機関と連携し確保する

⇒国が示す目安（感染状況に応じた段階・即応病床数）の範囲内で確保し病床確保料助成
⇒院内感染発生により空床や休止が発生した医療機関に対しての病床確保料助成
を継続（確保病床の有無に限らず、感染が落ち着いている間も対象）

【10月から来年３月までの病床確保（段階運用）案】
※国の考え方に基づき設定

入院（コロナ病床確保）

外 来

 かかりつけ患者に限定しない外来対応医療機関を一層拡充 ※外来対応医療機関の指定、県HP等での公表を継続

相談窓口

 発熱時等の受診相談及びコロナ患者体調悪化時の相談窓口「新型コロナウイルス感染症相談・支援センター」を継続

※ 医師が入院が必要と認めた患者（呼吸器困難で肺炎像がみられ、食事や水分の摂取ができず、
点滴治療を要する者であって、中等症Ⅱへの悪化が懸念される緊急性が高い患者等）や妊産
婦や小児等の特別配慮者も含む

医療機関・高齢者施設等における対応

 重症化リスクの高い医療機関・高齢者施設等への検査支援（検査費補助）は当面継続

 今冬の感染拡大に備え、医療機関との連携（早期発見・早期治療、施設内療養体制の確保）強化

 10月１日から１カ月間は、制度変更にともなう経過措置として、段階Ⅰの
即応病床数を確保 （段階Ⅰの移行基準に達していない状況でも実施）
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※本県の第８波の最大在院者数 438人



参考資料 （令和5年9月15日厚生労働省公表資料）
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